
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

岩
井
川
ダ
ム
操
作
規
則

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
十
五
号

岩
井
川
ダ
ム
操
作
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
三
章

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
四
章

洪
水
調
節
等
（
第
九
条
―
第
十
三
条
）

第
五
章

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
十
四
条
―
第
十
八
条
）

第
六
章

点
検
、
整
備
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十
一
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
二
条
）

附
則

総
則

第
一
章

（
通
則
）岩

井
川
ダ
ム
（
奈
良
市
鹿
野
園
町
及
び
肘
塚
町
に
設
置
す
る
ダ
ム
を
い
う
。
以
下
「
ダ
ム
」

第
一
条

と
い
う
。
）
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
ダ
ム
の
用
途
）

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

第
二
条

貯
水
池
の
水
位
等

第
二
章

（
洪
水
）洪

水
は
、
流
水
の
貯
水
池
へ
の
流
入
量
が
毎
秒
六
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け

第
三
条

る
当
該
流
水
と
す
る
。

（
水
位
）貯

水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
の
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る

第
四
条

も
の
と
す
る
。

（
常
時
満
水
位
）

貯
水
池
の
常
時
満
水
位
は
、
標
高
二
百
四
十
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
五
条

（
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
）



貯
水
池
の
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
は
、
標
高
二
百
五
十
七
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

第
六
条

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

第
三
章

（
洪
水
調
節
等
の
た
め
の
利
用
）

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
標
高
二
百
四
十
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

第
七
条

標
高
二
百
五
十
七
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
四
十
三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
の
利
用
）

流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
は
、
標
高
二
百
三
十
五
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
二
百
四
十
七

第
八
条

・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
二
十
六
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

洪
水
調
節
等

第
四
章

（
洪
水
警
戒
体
制
）

奈
良
土
木
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
洪
水

第
九
条

が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
執
っ
た
と
き
に
は
、
直
ち
に
次
に
掲
げ
る

第
十
条

措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

奈
良
県
土
木
部
河
川
課
、
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
大
和
川
河
川
事
務
所
、
奈
良
地
方
気

象
台
そ
の
他
の
別
に
定
め
る
関
係
機
関
（
第
十
七
条
に
お
い
て
「
関
係
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の

連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る
観
測
並
び
に
情
報
の
収
集
を
密
に
す
る
こ
と
。

二

予
備
電
源
設
備
の
試
運
転
そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置

（
洪
水
調
節
等
）

洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
は
、
水
位
が
常
時
満
水
位
を
超
え
る
場
合

第
十
一
条

に
は
、
常
用
洪
水
吐
き
か
ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
洪
水
調
節
等
の
後
に
お
け
る
水
位
の
低
下
）

前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
及
び
洪
水
に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
を
行
っ
た
後
に
お
い

第
十
二
条

て
は
、
常
用
洪
水
吐
き
か
ら
の
自
然
放
流
に
よ
り
、
水
位
を
常
時
満
水
位
に
低
下
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

所
長
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ

第
十
三
条

を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

第
五
章

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、

第
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ダ
ム
の
本
体
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が

あ
る
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
で
別
に
定
め
る
と
き
。

２

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
の
放
流
量
の
限
度
は
、
毎
秒
〇
・
七
七
立
方
メ
ー
ト
ル

と
す
る
。

（
放
流
の
原
則
）

所
長
は
、
放
流
管
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
放
流
に
よ
り
下
流
に
急
激
な
水

第
十
五
条

位
の
変
動
を
生
じ
な
い
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
の
放
流
）

所
長
は
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
表

第
十
六
条

の
上
欄
に
掲
げ
る
地
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
水
量
を
確
保
で
き
る
よ
う
必
要
な
流
水
を
ダ
ム
か
ら
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
こ
と
に
よ
り
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
じ
る
と

第
十
七
条

認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た

め
必
要
な
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ト
等
の
操
作
）

放
流
管
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
等
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
八
条

点
検
、
整
備
等

第
六
章

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

所
長
は
、
ダ
ム
の
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ

第
十
九
条

た
め
必
要
な
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
う
た
め
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
観
測
）



所
長
は
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象
の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

第
二
十
条

な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
記
録
）

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
等
を
操
作
し
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
測
、
点
検
及
び

第
二
十
一
条

整
備
を
行
い
、
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記

録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

雑
則

第
七
章

（
そ
の
他
）

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事

第
二
十
二
条

が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
十
六
条
関
係
）

別
表

地
点
名

期

間

水

量

ダ
ム
地
点

九
月
二
十
一
日
か
ら
翌
年
の
五
月

毎
秒
〇
・
〇
三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

三
十
一
日
ま
で

六
月
一
日
か
ら
九
月
二
十
日
ま
で

毎
秒
〇
・
〇
八
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

八
条
高
架
橋
地
点

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

毎
秒
〇
・
〇
四
一
立
方
メ
ー
ト
ル

ま
で
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